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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼球の光学システムの光学感度測定値を求める方法であって、
　ａ）眼球の波面測定に基づいて視覚特性が修正された点広がり関数を求めるステップと
、
　ｂ）解像度ターゲットを前記点広がり関数で畳み込んで像を生成するステップと、
　ｃ）前記像に基づいて前記眼球の光学解像度測定値を求めるステップとを含み、
　前記光学解像度測定値に基づいて前記眼球の前記光学システムの前記光学感度測定値を
求める方法。
【請求項２】
　眼球の光学システムの光学感度測定値を求める方法であって、
　ａ）眼球の波面測定に基づき点広がり関数を求めるステップと、
　ｂ）解像度ターゲットの中心に対して前記点広がり関数を中心配置するステップと、
　ｃ）解像度ターゲットを前記点広がり関数で畳み込んで像を生成するステップと、
　ｄ）前記像に基づいて前記眼球の光学システムの光学感度測定値を求めるステップと
　を含む方法。
【請求項３】
　ａ）患者の眼球の光学収差により誘起される視覚的歪みを測定して、眼球の結像能力を
求めるステップと、
　ｂ）解像度ターゲットに対する眼球の結像能力をシミュレートすることにより感度測定
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モデルを構築するステップと、
　ｃ）前記感度測定モデルを用いて眼球の推定視力を求めるステップと
　を含み、
　前記眼球の光学解像度測定値は前記感度測定モデルに基づき、前記眼球の前記推定視力
は前記光学解像度測定値に基づくことを特徴とする方法。
【請求項４】
　眼球の光学感度測定値を予測するシステムであって、
　ａ）眼球の波面測定に基づいて視覚特性が修正された点広がり関数を求めるモジュール
と、
　ｂ）前記点広がり関数で解像度ターゲットを畳み込みして像を生成するモジュールと、
　ｃ）前記像に基づいて前記眼球の光学解像度測定値を求めるモジュールと、
　ｄ）前記光学解像度測定値に基づいて前記眼球の光学感度測定値を予測するモジュール
と
　を含むことを特徴とするシステム。
【請求項５】
　眼球の推定光学感度を求めるシステムであって、
　ａ）個体の眼球の光学収差により誘起される視覚的歪みを測定して、眼球の結像性能を
求めるモジュールと、
　ｂ）解像度ターゲットに対する眼球の結像性能をシミュレートすることにより感度測定
モデルを構築するモジュールと、
　ｃ）前記感度測定モデルに基づいて前記眼球の光学解像度測定値を求めるモジュールと
、
　ｄ）前記光学解像度測定値を用いて眼球の推定視力を求めるモジュールと
　を含むことを特徴とするシステム。
【請求項６】
　眼球の光学感度測定値を予測するシステムを備えたキットであって、
前記システムが、
　ａ）前記眼球の波面測定に基づいて視覚特性が修正された点広がり関数を求めるモジュ
ールと、
　ｂ）解像度ターゲットを前記点広がり関数で畳み込んで像を生成するモジュールと、
　ｃ）前記像に基づいて前記眼球の光学解像度測定値を求めるモジュールと、
　ｄ）前記光学解像度測定値に基づいて前記眼球の光学感度測定値を予測するモジュール
と
　を含み、
　前記キットが更に、
　眼球の光学感度測定値を予測する際の前記システム使用説明書を備えることを特徴とす
るキット。
【請求項７】
　眼球の光学感度測定値を求めるシステムであって、
　ａ）前記眼球の波面測定に基づいて視覚特性が修正された点広がり関数を求めるモジュ
ールと、
　ｂ）解像度ターゲットを前記点広がり関数で畳み込んで像を生成するモジュールと、
　ｃ）前記像に基づいて前記眼球の光学解像度測定値を求めるモジュールと、
　ｄ）前記光学解像度測定値に基づいて前記眼球の光学感度測定値を求めるモジュールと
　を含むことを特徴とするシステム。
【請求項８】
　眼球の光学感度測定値を求めるシステムであって、
　ａ）眼球の波面測定に基づいて点広がり関数を求めるモジュールと、
　ｂ）前記解像度ターゲットの中心に対して前記点広がり関数を中心配置するモジュール
と、



(3) JP 4664285 B2 2011.4.6

10

20

30

40

50

　ｃ）解像度ターゲットを前記点広がり関数で畳み込んで像を生成するモジュールと、
　ｄ）前記像に基づいて前記眼球の光学感度測定値を求めるモジュールと
　を含むことを特徴とするシステム。
【請求項９】
　眼球の光学感度測定値を予測するシステムであって、
　ａ）眼球の波面測定に基づいて点広がり関数を求めるモジュールと、
　ｂ）前記点広がり関数を前記解像度ターゲットの中心に対して中心配置するモジュール
と、
　ｃ）解像度ターゲットを前記点広がり関数で畳み込んで像を生成するモジュールと、
　ｄ）前記像に基づいて前記眼球の光学感度測定値を予測するモジュールと
　を含むことを特徴とするシステム。
【請求項１０】
　前記眼球の前記光学解像度測定値は、前記像に適用されたレイリー基準または２つのエ
アリーディスクを加えた正弦判読の少なくとも１つに基づくことを特徴とする請求項１ま
たは３に記載の方法。
【請求項１１】
　前記眼球の前記光学解像度測定値は、少なくとも１つの２つのエアリーディスクを加え
た制限判読に基づくことを特徴とし、
　前記光学解像度測定値の識別可能性は、前記正弦判読のコントラスト比に基づくことを
特徴とする請求項１または３に記載の方法。
【請求項１２】
　前記解像度ターゲットまたは前記像の少なくとも１つがモデルで表されることを特徴と
する請求項１または３に記載の方法。
【請求項１３】
　前記点広がり関数が、
　ａ）平均波面傾斜の保証、
　ｂ）式
【数１】

　ｃ）ｘ－方向又はｙ－方向のいずれかにおいて隣接する２つのピクセル間の平均波面ピ
クセル差として波面導関数を実行すること、
　ｄ）式
【数２】

　ｅ）前記点広がり関数の計算された重心、
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　ｆ）式
【数３】

　ｇ）入力スポークと出力スポークとの間の相互相関、
　ｈ）式
【数４】

の少なくとも１つに基づいて中心配置されることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記眼球の前記光学解像度測定値は、前記像に適用されたレイリー基準または２つのエ
アリーディスクを加えた正弦判読の少なくとも１つに基づくことを特徴とする請求項４，
５または７に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記眼球の前記光学解像度測定値は、少なくとも１つの２つのエアリーディスクを加え
た制限判読に基づくことを特徴とし、
　前記光学解像度測定値の識別可能性は、前記正弦判読のコントラスト比に基づくことを
特徴とする請求項４，５または７に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記解像度ターゲットまたは前記像の少なくとも１つがモデルで表されることを特徴と
する請求項４，５または７に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記眼球の前記光学解像度測定値は、前記像に適用されたレイリー基準または２つのエ
アリーディスクを加えた正弦判読の少なくとも１つに基づくことを特徴とする請求項６に
記載のキット。
【請求項１８】
　前記眼球の前記光学解像度測定値は、少なくとも１つの２つのエアリーディスクを加え
た制限判読に基づくことを特徴とし、
　前記光学解像度測定値の識別可能性は、前記正弦判読のコントラスト比に基づくことを
特徴とする請求項６に記載のキット。
【請求項１９】
　前記解像度ターゲットまたは前記像の少なくとも１つがモデルで表されることを特徴と
する請求項６に記載のキット。
【請求項２０】
　前記点広がり関数を中心配置する前記モジュールは、
　ａ）平均波面傾斜の保証、
　ｂ）式
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【数５】

　ｃ）ｘ－方向又はｙ－方向のいずれかにおいて隣接する２つのピクセル間の平均波面ピ
クセル差として波面導関数を実行すること、
　ｄ）式
【数６】

　ｅ）前記点広がり関数の計算された重心、
　ｆ）式
【数７】

　ｇ）入力スポークと出力スポークとの間の相互相関、
　ｈ）式
【数８】

の少なくとも１つに基づいて前記点広がり関数を中心配置するように構成されることを特
徴とする請求項８または９に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
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　本出願は、２００３年６月２０日に出願された米国特許出願番号６０／４８０，２３７
号による優先権を主張する非暫定出願であり、前記特許出願は引用により本明細書に組み
込まれる。
【０００２】
　本発明は、光学システムの分析に関し、詳細には、個体の眼球の光学感度測定値を評価
するための方法及びシステムを提供する。
【背景技術】
【０００３】
　眼の視力は多くの要因により影響を受ける。例えば、視力は、角膜やレンズの光学的性
質などの客観的要因だけでなく、網膜での光吸収と検出、脳での神経処理などの主観的要
因の影響をも受ける。従来、ヒトの眼の視力の測定には、視力表を用いる方法を用いてい
た。しかしながら、このような方法のテスト結果は、ヒトの脳で視覚が判読されるので事
実上主観的であり、従って、眼の光学的特性の品質を表していない。
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願番号６０／４８０，２３７号公報
【特許文献２】米国特許第６，３１５，４１３号公報
【特許文献３】米国特許第５，７１３，８９２号公報
【特許文献４】米国特許第５，６８３，３７９号公報
【特許文献５】米国特許第６，２０３，５３９号公報
【特許文献６】米国特許第６，３３１，１７７号公報
【特許文献７】米国特許第４，６６５，９１３号公報
【特許文献８】米国特許第５，８０７，３７９号公報
【特許文献９】米国特許第５，６４６，７９１号公報
【特許文献１０】米国特許第４，６６９，４６６号公報
【特許文献１１】米国特許第４，７３２，１４８号公報
【特許文献１２】米国特許第４，７７０，１７２号公報
【特許文献１３】米国特許第４，７７３，４１４号公報
【特許文献１４】米国特許第５，２０７，６６８号公報
【特許文献１５】米国特許第５，１０８，３８８号公報
【特許文献１６】米国特許第５，２１９，３４３号公報
【特許文献１７】米国特許第５，１６３，９３４号公報
【特許文献１８】米国特許第６，００４，３１３号公報
【特許文献１９】米国特許第６，０９５，６５１号公報
【特許文献２０】米国特許第６，２７１，９１５号公報
【特許文献２１】米国特許出願第／（代理人整理番号第０１８１５８－０２２２３０ＵＳ
号）
【特許文献２２】米国特許第６，２８０，４３５号公報
【特許文献２３】米国特許第６，６６３，６１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　個体視力を正確且つ客観的に予測して評価する方法及びシステムの改善が望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、眼球の光学システムの光学感度測定値を予測するための方法、装置、システ
ムを提供する。光学感度測定値は、眼球の波面測定に基づいて点広がり関数(point sprea
d function)を求め、解像度ターゲット（視標）を点広がり関数で畳み込んで像を生成し
、その像に基づいて眼球の光学システムの光学感度測定値を予測することによって予測す
る。
【０００７】
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　第１の態様では、本発明は、眼球の光学システムの光学感度測定値を予測するための方
法を提供する。本方法は、眼球の波面測定に基づいて視覚特性が修正された点広がり関数
を求め、解像度ターゲットを点広がり関数で畳み込んで像を生成し、その像に基づいて眼
球の光学システムの光学感度測定値を予測することを含む。解像度ターゲットは、単一の
スネレン文字、スネレン文字の集合、格子縞パターン、解像度スポーク、アルキメデスの
螺旋から成る群から選択することができる。解像度ターゲットのコントラストは、約１％
～約１００％の範囲とすることができる。解像度ターゲットのコントラストは、約１０％
～約１００％の範囲とすることができる。解像度ターゲットは、角度間隔が約５°～約３
０°の範囲である解像度スポークとすることができる。解像度ターゲットは、角度間隔が
約１５°の解像度スポークとすることができる。解像度ターゲットは、５１２ピクセル解
像度とすることができる。これに関連して、解像度ターゲットは、約３０°より大きい角
度間隔を有し、１０２４ピクセル解像度を有する解像度スポークとすることができる。ま
た、解像度ターゲットは、約６０の角度間隔を有し、２０４８ピクセル解像度を有する解
像度スポークとすることができる。更に、眼球の光学的解像度測定値は像に基づくことが
でき、眼球の光学感度測定値は光学的解像度測定値に基づくことができる。眼球の光学的
解像度測定値は、像に適用されたレイリーの基準に基づくことができる。光学的解像度測
定値は、２つのエアリーディスク(Airy disk)を加えた正弦判読(sinusoidal interpretat
ion)に基づくことができる。これに関連して、光学的解像度測定値の識別可能性は、正弦
判読のコントラスト比に基づくことができる。光学感度測定値は、スネレン形式で表すこ
とができる。光学的解像度測定値は、ログマー形式で表すことができる。解像度ターゲッ
トは、解像度スポークとすることができ、光学感度測定値は、０．５ｍｍ瞳孔直径に基づ
く解像度環較正により計算することができる。解像度ターゲットは、解像度スポークとす
ることができ、光学感度測定値は、デフォーカス解像度スポークに基づく解像度環較正に
より計算することができる。解像度ターゲットは、解像度スポークとすることができ、光
学感度測定値は、約０．２５ｍｍ～約２ｍｍの範囲の異なる瞳孔サイズの収差の無い場合
に基づく解像度環較正に基づく。眼球の光学システムは、眼の角膜とレンズを含む。点広
がり関数は、計画した切除手術手順に基づくパラメータを組み込むことができる。解像度
ターゲットはモデルで表すことができる。像はモデルで表すことができる。
【０００８】
　別の態様では、本発明は、眼球の光学システムの光学感度測定値を予測するための方法
を提供する。本方法は、眼球の波面測定に基づき点広がり関数を求め、解像度ターゲット
の中心に対して点広がり関数を中心に配置し、解像度ターゲットを点広がり関数で畳み込
んで像を生成し、その像に基づいて眼球の光学システムの光学感度測定値を予測すること
とを含む。点広がり関数は、平均波面傾斜の補償に基づいて中心配置することができる。
点広がり関数は、式
【数１】

に基づき中心配置することができる。点広がり関数は、ｘ－方向又はｙ－方向の何れかに
おいて隣接する２つのピクセル間の平均波面ピクセル差として波面導関数を実行すること
に基づいて中心配置することができる。点広がり関数は、次式
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【数２】

に基づき中心配置することができる。
【０００９】
　点広がり関数は、広がり関数の計算した重心に基づいて中心配置することができる。点
広がり関数は、次式
【数３】

に基づいて中心配置することができる。
【００１０】
　点広がり関数は、入力スポークと出力スポークとの間の相互相関に基づいて中心配置す
ることができる。点広がり関数は、次式
【数４】

に基づいて中心配置することができる。
【００１１】
　別の実施態様では、本発明は、眼球の光学システムの光学感度測定値を求めるための方
法を提供する。本方法は、眼球の波面測定に基づいて視覚特性が修正された点広がり関数
を求め、解像度ターゲットを点広がり関数で畳み込んで像を生成し、その像に基づいて眼
球の光学システムの光学感度測定値を求めることとを含む。
【００１２】
　更に別の実施態様では、本発明は、眼球の光学システムの光学感度測定値を求めるため
の方法を提供する。本方法は、眼球の波面測定に基づき点広がり関数を求め、解像度ター
ゲットの中心に対して点広がり関数を中心配置し、解像度ターゲットを点広がり関数で畳
み込んで像を生成し、その像に基づいて眼球の光学システムの光学感度測定値を求めるこ
とを含む。光学感度測定値は、測定値を予測することにより求める。
【００１３】
　更に別の実施態様では、本発明は、眼球の予測光学感度測定値に基づいて眼球の光学的
手順を計画する方法を提供する。本方法は、眼球の推定光学的手順を決め、眼球の波面測
定と眼球の推定光学的手順に基づいて視覚特性が修正された点広がり関数を求め、眼球の
推定光学的手順を調節して、点広がり関数で畳み込んだ解像度ターゲットが、眼球の最適
光学感度測定値に対応する像を生成するようにするとを含む。
【００１４】
　別の実施態様では、本発明は、眼球の推定視力を求めるための方法を提供する。本方法
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は、患者の眼球の光学収差により誘起される視覚的歪みを測定して、眼球の結像能力を求
め、解像度ターゲットに対する眼球の結像能力をシミュレートすることにより感度測定モ
デルを構築し、その感度測定モデルを用いて眼球の推定視力を求めることとを含む。推定
視力が実際の眼球の感度に正確に相関するように眼球の推定視力を求める。
【００１５】
　更に別の実施態様では、本発明は、眼球の光学感度測定値を予測するためのシステムを
提供する。本システムは、眼球の波面測定に基づいて視覚特性が修正された点広がり関数
を求めるモジュールと、解像度ターゲットを点広がり関数で畳み込んで像を生成するモジ
ュールと、その像に基づいて眼球の光学感度測定値を予測するモジュールとを含む。また
、このシステムは、眼球の波面測定を受け取る入力と、眼球の波面測定を求めるモジュー
ルとを含んでもよい。
【００１６】
　別の実施態様では、本発明は、眼球の推定光学感度を求めるためのシステムを提供する
。本システムは、個体の眼球の光学収差により誘起される視覚的歪みを測定して、眼球の
結像能力を求めるモジュールと、解像度ターゲットに対する眼球の結像能力をシミュレー
トすることにより感度測定モデルを構築するモジュールと、感度測定モデルを用いて眼球
の推定視力を求めるモジュールとを含む。推定視力を求めるモジュールは、推定感度が眼
の実際の視力に正確に相関するように動作する。また、本発明は、眼球の光学感度測定値
を予測するためのシステムを備えたキットを提供する。本キットは、眼球の光学感度測定
値を予測する際のシステムの使用説明書を備える。
【００１７】
　更に別の実施態様では、本発明は、眼球の光学感度測定値を求めるためのシステムを提
供する。本システムは、眼球の波面測定に基づいて視覚特性が修正された点広がり関数を
求めるモジュールと、解像度ターゲットを点広がり関数で畳み込んで像を生成するモジュ
ールと、その像に基づいて眼球の光学感度測定値を求めるモジュールとを含む。
【００１８】
　別の実施態様では、本発明は、眼球の光学感度測定値を求めるためのシステムを提供す
る。本システムは、眼球の波面測定に基づいて点広がり関数を求めるモジュールと、解像
度ターゲットの中心に対して点広がり関数を中心配置するモジュールと、解像度ターゲッ
トを点広がり関数で畳み込んで像を生成するモジュールと、その像に基づいて眼球の光学
感度測定値を求めるモジュールとを含む。
【００１９】
　更に別の実施態様では、本発明は、眼球の光学感度測定値を予測するためのシステムを
提供する。本システムは、眼球の波面測定に基づいて点広がり関数を求めるモジュールと
、解像度ターゲットの中心に対して点広がり関数を中心配置するモジュールと、解像度タ
ーゲットを点広がり関数で畳み込んで像を生成するモジュールと、像に基づいて眼球の光
学感度測定値を予測するモジュールとを含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明の性質及び利点を更に完全に理解するためには、添付図面と共に以下の詳細な説
明を参照する必要がある。
　ここで図面を参照すると、図１は、レーザービーム１４を生成するレーザー１２を含む
本発明のレーザー眼球手術システム１０を示している。レーザー１２は、レーザービーム
１４を患者Ｐの眼球Ｅに向けるレーザー光学系１６に光学的に結合される。送出光学系支
持構造（明確にするために図示せず）は、レーザー１２を支持するフレーム１８から延び
ている。顕微鏡２０が、送出光学系支持構造上に装着され、顕微鏡は、眼球Ｅの角膜を撮
像するのに用いられることが多い。
【００２１】
　レーザー１２は一般にエキシマレーザーを含み、理想的には、波長が約１９３ｎｍであ
るレーザー光のパルスを生成するフッ化アルゴンレーザーから構成されることである。レ
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ーザー１２は、好ましくは患者の眼球位置でフィードバックで安定化された流速量となる
よう設計され、光学系１６を介して送出される。また本発明は、紫外線放射又は赤外線放
射の代替の放射源、特に眼球の隣接組織及び／又は下層組織に有意な損傷を与えることな
く角膜組織を制御可能に切除するように適合された線源を用いることも有用である。この
ような線源には、限定ではないが、約１８５～２０５ｎｍの間の紫外波長のエネルギーを
発生する固体レーザー及び他のデバイス、及び／又は周波数逓倍技術を用いるものが含ま
れる。従って、エキシマレーザーは切除ビームの例示的な線源ではあるが、他のレーザー
を本発明において用いてもよい。
【００２２】
　レーザーシステム１０は一般に、コンピュータ又はプログラム可能なプロセッサ２２を
含む。プロセッサ２２は、キーボード、ディスプレイモニタ、その他の同様の標準的なユ
ーザインターフェースデバイスを含む従来のＰＣシステムを備える（又はインターフェー
スで接続する）ことができる。プロセッサ２２は典型的には、磁気又は光学ディスクドラ
イブ、インターネット接続、その他の同様の入力デバイスを含む。多くの場合、このよう
な入力デバイスを用いて、本発明の方法の何れかを実装する有形の記憶媒体２９からコン
ピュータ実行可能コードがダウンロードされることになる。有形記憶媒体２９は、フロッ
ピー（登録商標）ディスク、光学ディスク、データテープ、揮発性又は不揮発性メモリ、
ＲＡＭやその他の同様の形態をとることができ、プロセッサ２２は、このコードを記憶し
て実行するためのメモリボードや最新のコンピュータシステムの他の標準的構成要素を含
む。有形記憶媒体２９は、任意選択的に、波面センサデータ、波面勾配、波面高度マップ
、処置マップ、角膜隆起マップ及び／又は切除テーブルを実装することができる。有形記
憶媒体２９は、プロセッサ２２の入力デバイスと直接連携して用いられることが多いが、
インターネットのようなネットワーク接続により、及び赤外線、ブルートゥース、その他
の同様の無線方法によりプロセッサとリモートで動作可能に結合することもできる。
【００２３】
　レーザー１２及び送出光学系１６は一般に、コンピュータ２２の指示によりレーザービ
ーム１４を患者Ｐの眼球に向ける。コンピュータ２２は、多くの場合、レーザービーム１
４を選択的に調節して角膜の一部をレーザーエネルギーのパルスに露出させ、角膜の予め
定めた彫造を行い、眼の屈折特性を変化させる。多くの実施形態では、レーザービーム１
４とレーザー送出光学系システム１６の両方は、プロセッサ２２のコンピュータ制御下に
置かれて所望のレーザー彫造工程を行い、プロセッサはレーザーパルスのパターンを実行
（及び任意選択的に修正）する。パルスのパターンは、治療テーブルの形態で有形記憶媒
体２９の機械読み取り可能なデータにまとめることができ、治療テーブルは、切除モニタ
リングシステムフィードバックシステムから供給されるフィードバックデータに応答して
、自動像分析システムからプロセッサ２２に入るフィードバック入力に従って調節するこ
とができる。任意選択的に、フィードバックは、システムオペレータにより手動でプロセ
ッサに入力してもよい。このようなフィードバックは、以下に説明される波面測定システ
ムをレーザー処置システム１０と一体化することにより提供することができ、プロセッサ
２２はフィードバックに応答して彫造処置を継続及び／又は終了することができ、任意選
択的に、少なくとも部分的にはフィードバックに基づいて計画した彫造を修正することも
できる。測定システムは、米国特許第６，３１５，４１３号に詳細に記載されており、こ
の開示内容全体は引用により本明細書に組み込まれる。
【００２４】
　レーザービーム１４は、種々の代替的メカニズムを用いて所望の彫造をもたらすように
調節することができる。レーザービーム１４は、１つ又はそれ以上の可変アパーチャを用
いて選択的に制限することができる。可変絞りや可変幅スリットを有する例示的な可変ア
パーチャシステムが、米国特許第５，７１３，８９２号に記載されており、この全開示内
容は引用により本明細書に組み込まれる。なた、レーザービームは、米国特許第５，６８
３，３７９号、第６，２０３，５３９号、第６，３３１，１７７号に記載されているよう
に、その大きさとレーザースポットの眼軸からのずれを変化させることにより調整するこ
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ともできる。尚、これらの全開示内容は引用により本明細書に組み込まれる。
【００２５】
　更に別の代替手段も可能であり、これには、例えば米国特許第４，６６５，９１３号（
この全開示内容は引用により本明細書に組み込まれる）に記載されたような、眼の表面を
横切るレーザービームの走査すること、各場所でのパルス数及び／又は滞留時間を制御す
ること、米国特許第５，８０７，３７９号（この全開示内容は引用により本明細書に組み
込まれる）に記載されているような、レーザービーム１４の光路に、角膜上に入射するビ
ームプロファイルを変化させるように切除するマスクを用いること、可変サイズのビーム
（典型的には可変幅スリット及び／又は可変直径虹彩絞りにより制御される）が角膜にわ
たって走査されるハイブリッドプロファイル走査システム、その他同様のものが含まれる
。これらのレーザーパターン調整技術のためのコンピュータプログラムや制御方法は、前
記特許文献において十分に記載されている。
【００２６】
　当業者には理解されるように、レーザーシステム１０には追加の構成要素とサブシステ
ムを含めることができる。例えば、米国特許第５，６４６，７９１号に記載されるように
、レーザービーム内のエネルギー分布を制御するために空間的及び／又は時間的積分器を
含めることができる。その特許の全開示内容は引用により本明細書に組み込まれる。切除
排出吸引器／フィルタ、アスピレータ、レーザー手術システムの他の付属の構成要素は、
当技術分野において公知である。レーザー切除手術法の実施に好適なシステムの更なる詳
細は、発明の譲受人に譲渡された米国特許第４，６６５，９１３号、第４，６６９，４６
６号、第４，７３２，１４８号、第４，７７０，１７２号、第４，７７３，４１４号、第
５，２０７，６６８号、第５，１０８，３８８号、第５，２１９，３４３号、第５，６４
６，７９１号、第５，１６３，９３４号に見ることができ、これらの全開示内容は引用に
より本明細書に組み込まれる。また、適切なシステムには、Ａｌｃｏｎ、Ｂａｕｓｃｈ　
＆　Ｌｏｍｂ、Ｎｉｄｅｋ、ＷａｖｅＬｉｇｈｔ、ＬａｓｅｒＳｉｇｈｔ、Ｓｃｈｗｉｎ
ｄ、Ｚｅｉｓｓ－Ｍｅｄｉｔｅｃ等により製造及び／又は販売されている市販の屈折レー
ザーシステムが含まれる。基本データは、温度、湿度、気流、吸引などの局所環境変数を
考慮することにより、特定のレーザー又は動作条件に対して特徴付けることができる。
【００２７】
　図２は、本発明のレーザー手術システム１０により用いることができる例示的なコンピ
ュータシステム２２の概略ブロック図である。コンピュータシステム２２は通常、バスサ
ブシステム５４を介して幾つかの周辺デバイスと通信することができる少なくとも１つの
プロセッサ５２を含む。これらの周辺デバイスには、メモリサブシステム５８やファイル
記憶サブシステム６０を備える記憶サブシステム５６、ユーザインターフェース入力デバ
イス６２、ユーザインターフェース出力デバイス６４、ネットワークインターフェースサ
ブシステム６６を含む。ネットワークインターフェースサブシステム６６は、外部ネット
ワーク６８及び／又は波面測定システム３０などの他のデバイスに対するインターフェー
スを提供する。
【００２８】
　ユーザインターフェース入力デバイス６２は、キーボードと、マウス、トラックボール
、タッチパッド、又はグラフィックス・タブレットのようなポインティングデバイスと、
スキャナと、フットペダルと、ジョイスティックと、ディスプレイに組み込まれたタッチ
スクリーンと、音声認識システム、マイク、及び他のタイプの入力デバイスなどの音声入
力デバイスとを含む。ユーザ入力デバイス６２は、多くの場合、有形記憶媒体２９から本
発明の方法の何れかを実現するコンピュータ実行可能コードをダウンロードするのに用い
られる。一般に、用語「入力デバイス」の使用は、コンピュータシステム２２に情報を入
力する様々な従来の専用のデバイス及び方法を含むものとする。
【００２９】
　ユーザインターフェース出力デバイス６４は、ディスプレイサブシステム、プリンタ、
ファックス機器、又は音声出力デバイスのような非視覚的ディスプレイを含む。ディスプ
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レイサブシステムは、陰極線管（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）などのフラット
パネル装置、投写装置、その他の同様のものとすることができる。またディスプレイサブ
システムには、音声出力デバイスを介してなどの非視覚的ディスプレイを設けることもで
きる。一般に、用語「出力デバイス」の使用には、コンピュータシステム２２からの情報
をユーザに出力する種々の従来の専用の装置や方法を含む。
【００３０】
　記憶サブシステム５６は、本発明の種々の実施形態の機能を提供する基本プログラミン
グやデータ構造を記憶することができる。例えば、本明細書に記載するように本発明の方
法の機能を実装するデータベースとモジュールを、記憶サブシステム５６内に記憶するこ
とができる。これらのソフトウェアモジュールは一般に、プロセッサ５２により実行され
る。分散環境では、ソフトウェアモジュールは複数のコンピュータシステム上に記憶され
、複数のコンピュータシステムのプロセッサにより実行することができる。記憶サブシス
テム５６は通常、メモリサブシステム５８やファイル記憶サブシステム６０を含む。
【００３１】
　メモリサブシステム５８は通常、プログラム実行中に命令とデータを記憶するための主
ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）７０、及び固定命令が記憶される読取り専用メモリ（
ＲＯＭ）７２が含まれる幾つかのメモリを含む。ファイル記憶サブシステム６０が、プロ
グラムとデータファイルのための永続的な（不揮発性の）記憶を提供する。これは、任意
選択的に波面センサデータ、波面勾配、波面高度マップ、処置マップ及び／又は切除テー
ブルを実装させることができる有形記憶媒体２９（図１）を含む。ファイル記憶サブシス
テム６０は、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブとこれに付随するリ
ムーバブル媒体、コンパクトデジタル読取り専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）ドライブ、光学
ドライブ、ＤＶＤ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、固体リムーバブルメモリ、及び／又は他のリ
ムーバブル媒体カートリッジもしくはディスクを含むことができる。ドライブの１つ又は
それ以上は、他の場所でコンピュータシステム２２に結合された他の接続されたコンピュ
ータ上のリモート位置に配置することができる。本発明の機能を実装するモジュールは、
ファイル記憶サブシステム６０により記憶することができる。
【００３２】
　バスサブシステム５４は、コンピュータシステム２２の種々の構成要素やサブシステム
を、意図した通りに互いに通信させるメカニズムを提供する。コンピュータシステム２２
の種々のサブシステムや構成要素は、同じ物理的位置にある必要は無く、分散ネットワー
ク内の種々の場所に分散させることができる。バスサブシステム５４は、単一バスとして
概略的に示されているが、バスサブシステムの別の実施形態では複数のバスを用いること
ができる。
【００３３】
　コンピュータシステム２２自体は、パーソナルコンピュータ、ポータブルコンピュータ
、ワークステーション、コンピュータ端末、ネットワークコンピュータ、波面測定システ
ム又はレーザー手術システムの制御システム、メインフレーム、又は何らかの他のデータ
処理システムを含む種々のタイプのものとすることができる。コンピュータとネットワー
クの性質は常に変化しているので、図２に示すコンピュータシステム２２の説明は、本発
明の１つの実施形態を例示する目的の単なる特定の例である。コンピュータシステム２２
には、図２に示したコンピュータシステムよりも多いか又は少ない構成要素を有する他の
多くの構成が可能である。
【００３４】
　ここで図３を参照すると、波面測定システム３０の１つの実施形態が簡略化形態で概略
的に示されている。極めて大まかに言えば、波面測定システム３０は、患者の眼を出る勾
配マップの局所的傾斜を感知するように構成されている。Ｈａｒｔｍａｎｎ－Ｓｈａｃｋ
の原理に基づく装置には、一般に、アパーチャの上に一様に勾配マップをサンプリングす
るレンズレットアレイが含まれ、これは典型的には眼の射出瞳である。その後、勾配マッ
プの局所的傾斜を分析して波面又はマップを再構築する。
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【００３５】
　更に詳細には、波面測定システム３０の１つには、レーザーのような像源３２が含まれ
、これが眼球Ｅの光学組織３４を通って源の像を投影して、網膜Ｒの面上に像４４を形成
させる。網膜Ｒからの像は、眼球の光学系システム（例えば光学組織３４）により伝送さ
れ、システム光学系３７により波面センサ３６上に結像する。波面センサ３６は、光学組
織３４の光学誤差の測定及び／又は光学組織切除治療プログラムの決定のためにコンピュ
ータシステム２２’に信号を伝達する。コンピュータ２２’は、図１及び図２に示すコン
ピュータシステム２２と同じ又は類似のハードウェアを含む。コンピュータシステム２２
’は、レーザー手術システム１０に命令するコンピュータシステム２２と通信するか、或
いは、波面測定システム３０とレーザー手術システム１０のコンピュータシステム２２、
２２’の構成要素の一部又は全てが一体とされてもよくあるいは別体であってもよい。必
要であれば、波面センサ３６からのデータは、有形媒体２９を介して、Ｉ／Ｏポートを介
して、イントラネット又はインターネットなどのネットワーク接続６６を介してなどによ
りレーザーコンピュータシステム２２に伝送することができる。
【００３６】
　波面センサ３６は一般に、レンズレットアレイ３８と像センサ４０を含む。網膜Ｒから
の像が光学組織３４を通って伝送されて像センサ４０の面上に結像され、同様に眼の瞳孔
Ｐの像がレンズレットアレイ３８の面上に結像されると、レンズレットアレイは、伝送さ
れた像をビームレット４２のアレイに分離し、（システムの他の光学構成要素と組み合わ
せて）その分離されたビームレットをセンサ４０の面上に結像させる。センサ４０は通常
、荷電結合素子即ち「ＣＣＤ」を含み、これらの個々のビームレットの特性を感知し、こ
れを用いて光学組織３４の関連領域の特性を求めることができる。詳細には、像４４が光
の点又は小スポットを含む場合には、ビームレットにより結像された伝送スポットの位置
は光学組織の関連領域の局所勾配を直接的に示すことができる。
【００３７】
　通常、眼球Ｅが、前方向ＡＮＴと後方向ＰＯＳを定める。像源３２が、一般に、図３に
示されるように光学組織３４を通して像を網膜Ｒ上に後方向に投影する。光学組織３４も
やはり網膜から波面センサ３６に向かって前方向に像４４を伝送する。実際に網膜Ｒ上に
形成された像４４は、像源が最初に光学組織３４により伝送されるときに眼球の光学シス
テムの何らかの欠陥により歪んでいる可能性がある。任意選択的に像源投影光学系４６は
、像４４のどのような歪みをも低減させるよう構成又は適合させることができる。
【００３８】
　幾つかの実施形態では、像源光学系４６は、光学組織３４の球面誤差及び／又は円柱誤
差を補正することにより低次の光学誤差を減少させることができる。同様に、可変鏡（以
下に記載）のような適応光学素子を用いることにより、光学組織の高次光学誤差も補正す
ることができる。網膜Ｒ上の像４４で点又は小スポットを定めるように選択された像源３
２を用いると、波面センサ３６により供給されるデータの分析を容易にすることができる
。瞳孔の中心部分は周辺部分よりも光学誤差が少ない傾向があるので、瞳孔５０より小さ
い光学組織３４の中央領域４８を通して源の像を伝送することにより、像４４の歪みを制
限することができる。これは、特定の像源の構造に関係なく、一般的には、明瞭で正確な
像４４を網膜Ｒ上に形成するのに有利となる。
【００３９】
　１つの実施形態では、Ｈａｒｔｍａｎｎ－Ｓｈａｃｋセンサ像の像スポット分析から得
られるｘ及びｙ波面勾配値と、瞳孔カメラ５２（図３）の像により測定されるＨａｒｔｍ
ａｎｎ－Ｓｈａｃｋレンズレットアレイの公称中心からのｘ及びｙ瞳孔中心ずれとを含む
、２つの別個のアレイとして、波面データがコンピュータ読み取り可能媒体２９又は波面
センサシステム３０のメモリ内に記憶される。このような情報には、眼球の波面誤差に関
する全ての入手可能な情報が含まれ、波面又はそのあらゆる部分を再構築するのに十分で
ある。このような実施形態では、Ｈａｒｔｍａｎｎ－Ｓｈａｃｋ像を２回以上再処理する
必要は無く、勾配アレイを記憶させるのに必要なデータスペースは大きくはない。例えば
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、直径８ｍｍの瞳孔の像を収容するためには、２０×２０の大きさ（即ち４００素子）の
アレイで十分である場合が多い。理解されるように、別の実施形態では波面データは、単
一のアレイ又は複数のアレイとして、波面センサシステムのメモリに記憶することができ
る。
【００４０】
　本発明の方法は、一般に、像４４を感知することに関して説明されることになるが、一
連の波面センサデータ読取り値を取ることができる。例えば、時系列の波面データ読取り
値は、眼球組織収差をより正確に全体的に求めるのに役立たせることができる。眼球組織
は、短時間で形状が変化する可能性があるので、時間的に分離された複数の波面センサ測
定では、屈折矯正手順のベースとして光学特性の単一のスナップショットに依存すること
を回避することができる。また、異なる構成、位置、及び／又は方向での眼球に関して眼
球の波面センサデータを取得することを含む更に別の方法も利用可能である。例えば、そ
の全開示内容が引用により本明細書に組み込まれる米国特許第６，００４，３１３号に記
載するように、患者は、固視ターゲットに焦点を合せることにより、波面測定システム３
０との眼球の位置合わせの維持が容易になる。この参考文献に記載されるように固視ター
ゲットの位置を変化させることにより、眼球の光学特性は、眼球が変化する距離及び／又
は角度で視野を結像するよう対応又は適合する間に決定することができる。
【００４１】
　眼球の光軸の位置は、瞳孔カメラ５２から供給されるデータを参照することにより確認
することができる。例示的な実施形態では、瞳孔カメラ５は、瞳孔５０を結像して、光学
組織に対して波面センサデータを位置合わせするために瞳孔の位置を決定する。
【００４２】
　波面測定システムの別の実施形態が図３Ａに示されている。図３Ａのシステムの主要構
成要素は、図３のものと同様である。また、図３Ａは、可変鏡の形態の適応光学素子５３
を含む。源の像は、網膜Ｒへ伝送される間に可変鏡９８から反射される。また、この可変
鏡は、網膜Ｒと撮像センサ４０との間で伝送像を形成するのに用いられる光路にも沿って
いる。可変鏡９８は、網膜上に形成される像又は網膜上に形成された像の後続の像の歪み
を制限するようコンピュータシステム２２により制御可能に変形させることができ、結果
として得られる波面データの精度を向上させることができる。図３Ａのシステムの構造及
び用途は、米国特許第６，０９５，６５１号に更に詳細に記載されており、この全開示内
容は引用により本明細書に組み込まれる。
【００４３】
　眼球測定と切除用の波面測定システムの実施形態の構成要素には、カリフォルニア州サ
ンタクララのＶＩＳＸ　ＩＮＣＯＲＰＯＲＡＴＥＤから入手可能なＶＩＳＸ　ＷａｖｅＳ
ｃａｎ（登録商標）の素子を含むことができる。１つの実施形態では、上に記載するよう
な可変鏡を備えたＷａｖｅＳｃａｎ（登録商標）が含まれる。波面測定システムの別の実
施形態は、米国特許第６，２７１，９１５号に記載されており、その全開示事項は引用に
より本明細書に組み込まれる。本発明での使用においてどのような波面収差計を用いても
よいことは理解される。
【００４４】
　本発明は、光屈折角膜切除術（ＰＲＫ）、レーザー角膜内切削形成術（ＬＡＳＩＫ）、
レーザー角膜上皮切除形成術（ＬＡＳＥＫ）、その他の同様のものの精度を向上させ、効
率を向上させるのに有用である。本発明は、光学形状をスケーリングするための方法を改
良することによるか、新しい光学形状を生成又は導出すること等によって光学矯正法の改
善を可能にする。
【００４５】
　本発明の技術は、カリフォルニア州サンタクララのＶＩＳＸから市販されているＶＩＳ
Ｘエキシマレーザー眼球手術システムを含む、現行のレーザーシステムに用いるように容
易に適合させることができる。他の適切なレーザーシステムは、Ａｌｃｏｎ、Ｂａｕｓｃ
ｈ　＆　Ｌｏｍｂ、Ｗａｖｅｌｉｇｈｔ、Ｓｃｈｗｉｎｄ、Ｚｅｉｓｓ－Ｍｅｄｉｔｅｃ
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、Ｌａｓｅｒｓｉｇｈｔ、Ｎｉｄｅｋ等により製造されている。
【００４６】
　標準的な点広がり関数(point sread function)は、場合によっては視力を決定するのに
有用であるが、状況によっては望ましい結果をもたらさない場合もある。点広がり関数を
特定の光学系システムに特化すると有利である。例えば、眼球のような特定の光学システ
ムは、色収差、網膜感受性、又は視覚特性に影響を及ぼすＳｔｉｌｅｓ－Ｃｒａｗｆｏｒ
ｄ効果などの要因を含むが、このタイプの要因に基づいて点広がり関数を修正することが
望ましい場合がある。本明細書では、標準点広がり関数を修正し、このような視覚特性が
修正された点広がり関数を得るための幾つかの方法を記載する。
【００４７】
　本発明によれば、患者の眼の角膜とレンズの光学特性に基づき客観的な光学感度の尺度
を予測することができる。詳細には、本発明は、波面測定に基づき個体の眼の光学的品質
を求めるためのシステム、方法、装置を提供する。波面技術の出現で、角膜と水晶体を含
む眼球全体の光学収差を客観的且つ正確に求めることができるようになった。客観的視力
又は光学感度は、ヒトの眼球の波面測定に基づいて予測することができる。
【００４８】
　本発明では、眼球の結像能力を決定するために、個体の眼球の光学収差により引き起こ
される視覚的歪みの測定を用いることができる。多くの場合、視覚的歪みの測定は、視覚
特性が修正された視覚的歪みの測定とすることができる。次いで、解像度ターゲットに対
する眼球の結像能力をシミュレートすることにより、感度測定モデルを構築することがで
きる。その結果、感度測定モデルを用いて眼球の推定視力又は光学感度を求めることが可
能である。視力モデルは、推定感度が実際の眼の視力又は光学感度に正確に関連付けられ
るように推定することができる。眼球の結像能力は、点広がり関数及び光線追跡法を含む
種々の方法で特徴付けることができる。
【００４９】
　例えば本発明は、多くの場合、眼球の波面測定に基づき点広がり関数を求めること、解
像度ターゲットを点広がり関数で畳み込んで像を生成すること、像に基づき眼球の客観的
光学感度の測定値を求めることを含む。
【００５０】
　眼球の波面測定に基づく点広がり関数の決定
　波面解析では、光が高度にコリメートされたビームを網膜上に投影し、反射した出射ビ
ームを処理して波面収差マップを生成する。収差マップは、眼の光学システムを通過する
ときに波形に導入される収差を表している。
【００５１】
　反射した出射ビームを処理してマップを生成するための多くの公知の方法がある。例え
ば、Ｈａｒｔｍａｎｎ－Ｓｈａｃｋ法では、単一レーザービームをスポットとして網膜上
に投影する。反射ビームは、小さなレンズレットのアレイにより取り込まれ、これにより
、この光線が陰極結合素子（ＣＣＤ）カメラ又は他の画像キャプチャ装置上のスポットの
アレイに合焦する。結果として得られるスポットを用いて波面マップが生成される。波面
測定装置は市販されており、これには、ＶＩＳＸ、Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄから入手可
能なＷａｖｅＳｃａｎ（登録商標）システムがある。
【００５２】
　波面収差マップの有用な特徴は点広がり関数（ＰＳＦ）であり、特定の患者が現在の光
学収差により受ける視覚的歪みを表すことができる。このようにＰＳＦを用いて、光学シ
ステムの性能を予測するか、或いは特徴付けることができる。一般に、ＰＳＦは、システ
ムの光学系による回折から得られる焦点面での理想的な点様発生源の強度分布に基づいて
いる。ＰＳＦは、３次元図形もしくはレンズ又は光学システムにより生成される点発生源
の像の数学的表現とすることができる。
【００５３】
　波面技術では、眼の光学システムの光路差（ＯＰＤ）に基づいて点広がり関数（ＰＳＦ
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）を計算することが可能であり、この場合、眼の光学システムは角膜とレンズを含むこと
ができる。光路差は、理想的な球面の入来波と比較した到来波との偏差に基づくことがで
きる。波面装置からセンサデータを取得し、光学システムの光路差と点広がり関数を計算
する利用可能な標準ソフトウェアパッケージがある。
【００５４】
点広がり関数の計算
　点広がり関数（ＰＳＦ）は典型的には、波面データに基づいて計算される。例えば、収
差を伴う波面はＷ（ｒ、θ）で示すことができる。また、点広がり関数、特に視覚特性が
修正された点広がり関数を求める際には、多色効果、ヒトの眼の色収差、Ｓｔｉｌｅｓ－
Ｃｒａｗｆｏｒｄ（スタイルス－クロフォード）効果、網膜スペクトル応答関数などの影
響を考慮することもある。従って、本明細書に記載する点広がり関数の実施の多くは、標
準的な点広がり関数ではなく、視覚特性が修正された点広がり関数を意味する。これらの
影響を考慮すると、例えば、多色ＰＳＦは次式で表すことができる。
【数５】

式中、Ｒ（ｘ）は網膜スペクトル応答関数であり、
【数６】

に近似し、Ｐsc（γ）は瞳孔アポディゼーション関数（Ｓｔｉｌｅｓ－Ｃｒａｗｆｏｒｄ
効果）であり、
【数７】

として記述することができ、Ｄ（λ）は波長λでの色収差であり、
Ｄ（λ）＝－２１．５８７＋９２．８７λ－１３４．９８λ2＋６７．４０７λ3

に近似し、中心波長λ0は０．５５μｍ（上の式中の全ての波長単位はμｍである）とす
ることができる。瞳孔アポディゼーション強度パラメータρは０．０６とすることができ
る。αは、ジオプターから光路差（ＯＰＤ）への換算係数を表すことができる。ＦＦＴは
、高速フーリエ変換を表すことができ、｜＊｜は複素数の加群を表す。
【００５５】
　多色波長で実施する際には、それぞれ０．４０、０．４５、０．５０、０．５５、０．
６０、０．６５、０．７０μｍの７つの波長で白色光スペクトル全体を適切に近似するこ
とが分かっている。
【００５６】
像を生成するために点広がり関数を用いた解像度ターゲットの畳み込み
　点広がり関数又は他の視覚的歪みの測定値が眼球の波面測定値に基づいて求められると
、典型的には解像度ターゲットのような対象をＰＳＦ又は他の測定値で畳み込み、感度測
定モデルを多くの場合はボケが生じた像の形態で生成することにより光学システムの能力
をシミュレートすることができる。これは、ＰＳＦが光学システムにより生成される像に
現れる誤差とアーチファクトの良好な尺度であると考えられるためである。
【００５７】
解像度ターゲットの構築
　上述のように、解像度ターゲットを、波面測定から計算され点広がり関数で畳み込むこ
とができる。解像度ターゲットは、ターゲットのボケが生じた像から解像度又は光学的品
質の判定を推測することができるように構築することが有用である。解像度ターゲットは
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、空間周波数の広域スペクトルを表す解像度ライン又はセグメントを含む。また、解像度
ターゲットは、異なるコントラスト感度を表すことが望ましい場合がある。多くの場合、
解像度ターゲットは、数学的モデル又はコンピュータモデルにより表され、或いはソフト
ウェアモジュール、ハードウェアモジュール、又はソフトウェア要素とハードウェア要素
の両方を含むモジュールで構築される。
【００５８】
　第１の解像度ターゲット技術は、異なるサイズを有する、スネレンＥなどの単一の視力
表文字に基づく。文字の大きさは、予想される回折限界の点広がり関数（ＰＳＦ）の大き
さに基づいて決定することができる。例えば、２０／２０の文字Ｅの各水平方向ストロー
クは、角度１分に対応する角度解像度を有する。従って、回折限界ＰＳＦが４ピクセルに
わたる１／２分であれば、文字Ｅの各水平ストロークは８ピクセル幅にわたる。同様に、
各水平ストロークの高さ並びに各水平ストローク間の間隔は、８ピクセルである。従って
、文字Ｅの高さは、４０ピクセル（８＊５）にわたる。文字Ｅは正方形であるので、幅も
４０ピクセルにわたる。
【００５９】
　図４Ａ、図４Ｂ、図４Ｃは、それぞれ２０／２０、２０／４０、２０／８０の視力測定
値に対応する視力表文字Ｅを含む解像度ターゲットを示す。このような解像度ターゲット
は、客観的光学感度を予測又は評価するのに用いることができる。この方法での客観的光
学感度の判定には、通常は、大きさを変化させた解像度ターゲットで複数の試験を行うこ
とを含む。典型的には、点広がり関数で畳み込んだ大きな文字が識別可能である。しかし
ながら、文字の大きさが小さくなる程、畳み込みのボケの作用がより顕著になる。光学感
度の決定において、この方法には、ボケが生じた像をほとんど識別できない解像度ターゲ
ットの大きさを求めることを含む。
【００６０】
　第２の解像度ターゲット技術には、２０／２０、２０／４０、２０／６０、２０／８０
の視力測定値に対応する視力図表文字Ｅを含む図４Ｄに示す解像度ターゲットのような全
視力図表の使用を伴う。全視力図表は、点広がり関数（ＰＳＦ）で畳み込まれ、解像度は
異なる大きさの文字でのコントラスト損失を評価することにより推定することができる。
【００６１】
　第３の解像度ターゲット技術には、格子縞パターン解像度図表を用いることを含む。こ
のような解像度ターゲットは、図５Ａ（１００％コントラスト）に示すような高コントラ
スト、図５Ｂ（１０％コントラスト）に示すような低コントラストとする。
【００６２】
　最も高い空間解像度又は周波数を有する最も細いライン（例えば、１ピクセル幅）は通
常、図表の中央に配置される。中央から外方に進むと、解像度ラインは大きさと間隔が増
加して大きくなる。例えば、次の解像度ラインは、すぐ内側のラインの空間解像度又は周
波数の１／２に対応する。図５Ａ、図５Ｂに示すように、この推移が続くと、最も外側の
解像度ラインは３２倍の大きさ、すなわち幅が３２ピクセルとなる。従って、例えば、最
も細いラインは２０／１０の視力を表し、最も太いラインは２０／３２０の視力を表す。
【００６３】
　格子縞型の図表を点広がり関数で畳み込むことにより、眼球の光学感度を判定するのに
用いることができるボケが生じた像が得られる。眼文字図表と比較すると、格子縞図表は
、方向のバイアスが欠如したものとすることができる。例えば、文字Ｅは、３つの水平ス
トロークと１つの垂直ストロークとを有するので、水平方向でよりバイアスが大きい。格
子縞型解像度ターゲット法には、通常、光学感度を推定するために幾つかの解像度ライン
を評価するステップが含まれる。また、ラインは典型的には大きさが増大するにつれ、例
えば内側から外側へ大きさが２倍になると、これに応じて感度測定結果が増大するように
なる。例えば、このような図表では、２０／１０、２０／２０、２０／４０、２０／８０
、２０／１６０等の感度を得ることができる。
【００６４】
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　第４の解像度ターゲット技術には、中央（最高解像度）から周辺（最低解像度）まで連
続した解像度で構築された解像度スポークを用いることを含む。図６Ａは、２０°間隔で
１００％コントラストの解像度スポークを示す。上述の文字図表は一様なラインを含み、
典型的には離散的な空間周波数にのみ対応するが、解像度スポーク解像度ターゲットは、
空間周波数の範囲に対応するラインを有する。言い換えると、スポークラインの空間的解
像度の変化は実質的に連続であり、スポークの中央に向かって解像度が高く、スポークの
外側周辺に向かって解像度が低い。しかしながら場合によっては、解像度スポークターゲ
ット、又はその畳み込み像、或いはその両方をピクセル化することができるので、解像度
は正確には連続ではない場合もある。この解像度ターゲットが点広がり関数で畳み込まれ
ると、光学感度測定値に対応する円を求めることができる。従って、光学感度は、極めて
細かいステップで判定することができる。
【００６５】
　角度間隔は、望ましい解像度に従って制御することができる。例えば、スポークを極め
て正確な低収差感度試験に用いる場合には、角度間隔を極めて小さくして極めて細かいス
ポークを構築する。一方、ターゲットが解像度スポークを用いて大きな解像度範囲を予測
する場合には、角度間隔を遥かに大きくする。本明細書で例示される解像度スポークは、
異なる角度間隔及びコントラストで構築される。本明細書で提供された例の多くは計算に
３０°を用いている。解像度コントラストに関しては、図６Ａは、高解像度コントラスト
（例えば１００％）においての解像度スポーク型の解像度ターゲットを示しており、図６
Ｂは、低解像度コントラスト（例えば１０％）においての解像度スポーク型の解像度ター
ゲットを示している。
【００６６】
　光学システムの解像度は、半径方向と接線方向で変化させることができる。図１６に示
すように、接線方向解像度又は感度は、半径方向解像度が変化しても一定を保持すること
ができる。同様に図１７に示すように、半径方向解像度又は感度は、接線方向解像度が変
化しても一定を保持することができる。これに関連して垂直解像度は、水平解像度とは異
なるものとすることができる。第５の解像度ターゲット技術には、図６Ｃ及び図６Ｄに示
されるようにアルキメデスの螺旋の利用が含まれる。この方法では、解像度スポークと比
較して、望ましい解像度に従って半径方向の解像度を評価することができ、これを用いて
接線方向の解像度を評価することができる。
【００６７】
　例えば、極めて正確な低収差半径方向感度試験に螺旋を用いる場合には、螺旋を互いに
極めて近接して配置し、内側から外側に多くの螺旋を有する高密度に配列されたターゲッ
トを生成する。これに関連して極めて正確な低収差半径方向感度試験に螺旋を用いる場合
には、螺旋を極めて厚くする。解像度コントラストに関しては、図６Ｃでは、高解像度コ
ントラスト（例えば１００％）においてのアルキメデスの螺旋型の解像度ターゲットが示
され、図６Ｄでは、低解像度コントラスト（例えば１０％）のアルキメデスの螺旋型解像
度ターゲットが示される。
【００６８】
　第６の方法には、解像度スポーク法及びアルキメデスの螺旋法を組み合わせて、真の解
像度測定値を得る方法が含まれる。この方法は、２つのベクトルの組み合わせに類似して
おり、以下の式で表すことができる。
　　ｒ＝√（ｒ1

2＋ｒ2
2）

式中、ｒは真の解像度を表し、ｒ1は解像度スポーク法に基づく解像度推定値を表し、ｒ2

はアルキメデスの螺旋法に基づく解像度推定値を表す。
【００６９】
　また、解像度ターゲットは、同様の感度試験条件下でのコントラスト変動を考慮しても
よい。例えば、１０％コントラスト感度は、１０％コントラスト解像度ターゲットを点広
がり関数（ＰＳＦ）で畳み込むことにより実施することができる。図５Ｂ、図６Ｂ、図６
Ｄは、１０％低コントラストの解像度ターゲット又は解像度スポークを示しており、図５
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Ａ、図６Ａ、図６Ｃは、１００％の高コントラストを表している。コントラストは、最高
強度と最低強度との間の照度の差を最高強度と最低強度の合計で除算したものと定義する
ことができる。従って、解像度ターゲットのコントラストは、以下の式で定義することが
できる。
　　コントラスト＝（ｉmax－ｉmin）／（ｉmax＋ｉmin）
【００７０】
像に基づく眼球の客観的光学感度の測定値の決定
　上述のように、解像度ターゲット又は解像度ターゲットモデルは、ボケが生じた像又は
ボケが生じた像モデルを生成するために、点広がり関数で畳み込まれる。像のボケの程度
を評価することにより、光学システムの解像度を判定することができる。例えば、２つの
解像度ラインは、もはや識別できなくなる程度までボケる。一方、ラインは、依然として
互いに識別可能であるようにボケる。畳み込み解像度スポークの場合には、その内側では
スポークが識別可能ではないが、その外側ではスポークが依然として識別可能である特定
の解像度半径が存在するある。数学的手法を用いて、識別可能なものと識別できないもの
とを判定することができる。このような識別可能性の判定は、点広がり関数で畳み込んだ
解像度ターゲット、又はそのモデルの強度パターンの分析に基づく。
【００７１】
　例えば、光学感度の予測又は評価は、畳み込みを行った暗領域対明領域に関するピクセ
ル値の分析に基づく。ＰＳＦが十分に大きければ、一定の半径を有する円の内側にあり、
黒色領域と白色領域とを区別又は識別することができない程度まで解像度スポークを畳み
込んでボケを生じさせる。しかしながら円の外側では、依然として黒色領域と白色領域と
を区別又は識別することができる。従って、この円の半径は、眼の光学システムの解像度
を定めることができる。以下で考察するように、光学システムの光学感度を求めるために
レイリーの基準を用いて適切な解像度環を求めることができる。
【００７２】
解像度判定
　光学解像度の判定は、レイリーの基準に基づく。円形アパーチャを備えた回折限界光学
システムでは、収差が無い状態で動作させると、ＰＳＦはエアリーディスク(Airy disk)
により表わされる。
【００７３】
　レイリーの基準によれば、１つのスポットの第１の暗い環が他のスポットのピークの直
ぐ下にあるような距離だけ２つの回折限界点源（エアリーディスク）が分離されている場
合には、２つのスポットは識別可能と考えることができる。２つを加えたエアリーディス
クのプロファイルが図７に示されている。ｙ軸は正規化強度を表し、ｘ軸は空間距離を表
す。これらの２つのエアリーディスクは１．２２πラジアンだけ分離されている。これら
２つのエアリーディスクを加えたプロファイルは、
【数８】

と記述することができる。式中、ｉ（ｒ）は半径の関数としての強度である。図の中央に
示すように、プロファイルを加えると２つのピークとその間の１つの谷を生じるようにな
る。この等式をピークと谷に対して解くと、谷強度のピーク強度に対する比率が０．７３
４６：１となる。このコントラスト比は、ピークと谷との強度コントラストを表す。この
方法によれば、畳み込み解像度スポークに関する解像度環のコントラスト比が０．７３４
６未満である場合には、この距離で解像度環は識別可能であると考えられる。このように
、解像度判定は、レイリーの基準に基づいている。エアリーディスクから得られる結果は
、識別可能性を判定するための他の方法のベースとなる。
【００７４】
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　識別可能なものを判定するためにエアリーディスク法を用いる代わりに、畳み込み解像
度スポーク像を用いることが可能である。畳み込みスポークの中心から所与の半径方向距
離にある円は、正弦波信号を生成する。コントラスト調節正弦波信号が最大と最小強度値
として１と０．７３４６を有する場合には、図８Ａに示すように、平均左象限の右象限に
対する期待比率は、
【数９】

と表すことができ、式中、ａ0＝０．８６７３（左象限－暗部での平均強度値）、ｂ0＝０
．１３２７（右象限－明部での平均強度値）である。
【００７５】
　この方法によれば、２つの解像度スポーク又はラインがレイリーの基準に従ってある距
離だけ分離されているときに、畳み込みスポークの暗部分（谷）の明部分（ピーク）に対
するコントラスト比が０．８６７３より小さければ、２つのスポーク又はラインは、識別
可能であると考えられる。
【００７６】
　バーラインに関しては、図８Ｂに示すように、この判定は以下の式に基づく。
【数１０】

式中、ΣＰｉｘｅｌは、関心のある特定領域の各ピクセルの強度値の合計を表し、ΣＬは
、関心のある特定領域の実際のピクセル数を表す。
【００７７】
　従って、コントラスト調節正弦波法の下では、AverageBlack／AverageWhiteが０．８６
７３未満であれば、バー又はラインは識別可能であると考えられる。識別可能なスポーク
の定式化も同様の計算に従う。
【００７８】
　図８Ｂは、畳み込み格子縞型解像度ターゲットの２つのバーを示し、図８Ｃは、畳み込
み解像度スポークの２つの光線を示す。図８Ｂの矢印で示すように、コントラスト比を計
算するときには、解像度バーの長さに沿った何れかの部分を考慮する。しかしながら、図
８Ｃに矢印で示すように、解像度スポークでは、解像度は半径方向に沿って変化する。言
い換えると、１つの解像度半径のコントラスト比は、別の解像度半径のコントラスト比と
異なるものとすることができる。解像度スポークの中心に向かって位置する解像度環は、
解像度スポークの外側周辺に向かう解像度環と比較すると、識別可能なコントラスト比を
生じる可能性は少ない。
【００７９】
解像度環の較正及び感度の計算
　解像度環は、畳み込み解像度スポークが依然として識別することができ、且つそれを超
えるとスポークが識別可能でなくなる半径に対応する。解像度環の判定は、スポークの角
度間隔と解像度ターゲットのコントラストに依存する。上に述べたように、レイリーの基
準を用いて、依然として解像度スポークを区別することができる最小の解像度環を求める
ことができ、従って、光学システムの解像度を得ることができる。その結果、解像度は、
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例えば２０／２０に文字数を加えたものとしてスネレン形式又はログマー（ｌｏｇＭＡＲ
）形式で光学感度に変換することができる。
【００８０】
　畳み込み解像度スポークの解像度環の判定と較正の際には幾つかの方法を用いることが
できる。第１の方法では、解像度環の判定は、０．５ｍｍ直径の瞳孔、又はアパーチャサ
イズを用いて行う。エアリーディスク半径は、式ｒ＝１．２２λ／Ｄ（式中、λは白色光
の中心波長、Ｄは瞳孔の直径である）で計算することができる。ディスク半径（ラジアン
単位）は、角度分に関して、
　　r=1.22(0.55*180*60)/(0.5*1000*π)=4.613'
として計算することができ、これはディスクの第１の暗部分に対応し、式中λは０．５５
μｍである。割当量３６０／２πを用いてラジアンを度に変換することができ、比率６０
／１を用いて度を分に変換することができる。このディスク半径は、５１２のフレームサ
イズを用いる場合には約３３ピクセルに相当する。様々なフレームサイズが異なる較正係
数を有する。
【００８１】
　これらの計算に基づくと、１’（１分）は、３３／４．６１３、すなわち約７．１５３
ピクセルに等しい。この第１の方法では、解像度は、瞳孔サイズに依存する。正規化半径
での各スポークの円弧長は、以下の式で計算することができる。
　円弧長＝２πｒ／θ＝３６０°ｒ／ｘ°
【００８２】
　従って、
　　x/(360*2π*256ヒ゜クセル*r)=7.153ピクセル(20/20に対する)
及び、
　　r=(7.153*360)/(2πx*256)=0.1067
である。
【００８３】
　従って、２０／２０感度に対する解像度半径は、０．１０６７と判定される。
表１は、解像度環を較正するこの第１の方法に基づき、スネレン感度値に対応する種々の
解像度半径値を示す。
【表１】

【００８４】
　表１は、図１０Ａ～図１０Ｅに示す解像度環に対応しており、表中、異なる解像度半径
値は、異なる光学感度測定値に対応する。この第１の方法に基づいて解像度環を較正する
のに他の方法を用いることもできる。
【００８５】
　例えば、解像度環を較正するための第２の方法には、少量の焦点誤差を解像度スポーク
に導入して、コントラスト反転の効果を観察することを含む。コントラスト反転とは、単
一スポークの出現が図９Ａ、図９Ｂに見られるように暗色と明色とを繰り返す現象を意味
する。図９Ａは、６ｍｍ瞳孔に対して０．２５Ｄ焦点誤差で解像度スポークが６°間隔の
コントラスト反転を示す。図９Ｂは、６ｍｍ瞳孔に対して０．２５Ｄ焦点誤差で解像度ス
ポークが１０°間隔のコントラスト反転を示す。図９Ｃは、図６Ｂのデフォーカス解像度
像の光学的伝達関数を示す。図９Ｂ、図９Ｃに示すように、４つのコントラスト反転は、
光学的伝達関数（ＯＴＦ）の符号が変わる４つの場所に対応する。
【００８６】
　コントラスト反転を用いれば、僅かなデフォーカスだけで解像度スポークを構築して畳
み込むことが可能である。第２の方法では、第１の方法に比べると平均して真のｒは期待
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値の約０．４倍の大きさである。このことは、第１の方法による解像度環半径ｒは、第２
の方法に従って解像度環半径を推定することができる以下の式に示すように、約０．４の
係数でスケーリングして第２の方法により生じた解像度環半径を得ることができることを
意味する。
　　　r=(7.153*0.4*360)/2πx*256　（変形式）
【００８７】
　表２の第２列は、図６Ｃに示すような回折限界ＯＴＦ較正後の光学的伝達関数（ＯＴＦ
）の４つの符号反転Ｎの空間周波数を列挙する。空間的周波数は、周期／度に関して表す
ことができ、これを解像度の測定値として用いることができる。第２列の空間周波数を用
いて、次式
　ｘ＝３０／ｆ
（式中、ｘは角度分を表し、ｆは空間的周波数を表す）に従い、第３列の角度分の値を計
算することができる。典型的には、２０／２０感度は、３０周期／度に関連し、これは１
分にも対応する。
【００８８】
　第４列は、光学的伝達関数から計算され、上に記載した変形式に基づく解像度環半径計
算を含む。この計算には、瞳孔サイズを１とするステップと、解像度環半径を正規化する
ステップとが含まれる。第５列には、図６Ｂに示すような解像度スポークのコントラスト
反転を視覚的に検査することに基づく解像度環半径推定が含まれる。第５列は、解像度タ
ーゲットの外形寸法に対する反転の環の比率である。
【表２】

【００８９】
　表２　解像度スポークのコントラスト反転での解像度環の半径に対応する光学的伝達関
数（ＯＴＦ）の符号反転時の空間周波数
【００９０】
　較正の第３の方法には、異なる瞳孔サイズを用いて異なる点広がり関数（ＰＳＦ）を構
築し、個々の瞳孔サイズの解像度半径ｒを求めるステップが含まれる。この方法は、波面
収差のない回折限界の場合に基づく。表３は、種々の瞳孔サイズに対応する計算した解像
度半径ｒを示す。ここでは、第１の方法と比較すると縮尺係数は０．６である。
【表３】

【００９１】
　第３列のエアリーディスク半径は、角度分に関し、式ｒ＝１．２２λ／Ｄ（式中、Ｄは
瞳孔直径）に従って第２列から計算することができる。第４列の解像度ｒは、畳み込み図
標を視覚的に検査することに基づく。例えば、図１９に示し表３の第２列に記載するよう
に、０．５ｍｍ瞳孔に対しては、解像度半径ｒは０．２８と推定される。第５列の比率は
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、第４列の解像度ｒを第３列に示すエアリーディスクの半径で除算することにより計算す
ることができる。この比率は、上の表３に示すように２０／２０スネレン感度の解像度半
径である０．１０６７で除算することができ、結果を第６列に示す。すなわち、較正係数
は第６列の値に基づくことができ、これはほぼ０．６である。
【００９２】
　望ましくは、第２の方法による０．４と、第３の方法による０．６を平均して較正係数
０．５を得ることができる。従って、解像度半径は、
　　r=(7.153*0.5*360)/(2x*256)=(7.153*360)/(2y*256)
（式中、ｙ＝２ｘは間隔係数である）として計算することができる。この場合、ｙ＝３０
であるのでｒ＝０．０５３３６であり、これは最初に推定した値である０．１０６７の約
１／２である。
【００９３】
　較正後の特定の解像度スポーク（１５°間隔）の解像度環を図１０Ａ～図１０Ｅに示す
。図１０Ａは、２０／１０の光学感度に対応する解像度環を有する解像度スポークを示す
。図１０Ｂ～図１０Ｅは、それぞれ、２０／２０、２０／４０、２０／８０、２０／１６
０の光学感度に対応する解像度環を有する解像度スポークを示す。従って、２０／２０の
感度に対する解像度環の半径は、以下の一般式
　　　　ｒ＝３６０ｍ／４πｘｄ
（式中、ｍは回折限界ＰＳＦに対するピクセル解像度／分、ｘはスポーク間隔（度）、ｄ
は像フレームのピクセルの総数である）で表すことができる。ここでの像フレームは５１
２×５１２ピクセルである。解像度スポーク、ＰＳＦ、及び畳み込み像のフレーム寸法は
、全て５１２×５１２ピクセルである。
【００９４】
　典型的には、大きな瞳孔では点広がり関数が小さくなり、逆もまた同様である。例えば
、瞳孔直径が２ｍｍ未満であれば、回折限界点広がり関数は既に十分な大きさで、矯正手
術の必要性は低い。瞳孔の大きな眼球では、収差がより高次である程より大きな役割を果
たす。
【００９５】
　図１３は、畳み込みを行ったアルキメデスの螺旋の解像度ターゲットを示す。光学感度
の計算は、解像度スポークに関して上記で考察したものと同じ原理に基づく。高解像度測
定値は、螺旋の内側領域に向かって位置する解像度環に対応し、低解像度測定値は、螺旋
の外側周辺に向かって位置する解像度環に対応する。
【００９６】
　ＰＳＦは、非点収差又はコマ収差の場合に可能なように、常に回転対称であるわけでは
ないことは理解されるであろう。幾つかの場合において、望ましくは上述のように解像度
スポーク法とアルキメデスの螺旋法により提供されるベクトルに基づいた平均又は結合の
方法を実施することができる。同様に、眼球によっては強度の水平非点収差を有する可能
性があり、垂直感度が水平感度より良好な場合がある。アルキメデスの螺旋のような解像
度ターゲットを用いることにより、図１４に示すような方向バイアスを捉えることが可能
である。
【００９７】
　図１６と図１７は、接線方向感度及び半径方向感度を示しており、これは表４に更に示
す。
【表４】

【００９８】
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　図１８に示すように、解像度スポークに関連して上述の感度評価法をピクセル計算等を
含むアルキメデスの螺旋に適用することもできる。また、複数の波面測定も有利とするこ
とができる。
【００９９】
中心配置のための再調節
　上述のように、解像度スポークを点広がり関数（ＰＳＦ）で畳み込んで解像度環を判定
した後、レイリーの基準を実施して光学感度を判定することができる。理想的には、点広
がり関数は、スポークの中心に対して正確に中心に配置され、これにより、光学感度の判
定が更に直接的な方法となる。しかしながら、幾つかの場合では、点広がり関数（ＰＳＦ
）は中心に配置されなくてもよい。実際、特定のゼルニケ多項式はｘ－成分又はｙ－成分
を有する。従って、特定の眼球に対する点広がり関数（ＰＳＦ）は、ある程度偏心してい
る。この偏心は、推定光学感度に大きく影響を及ぼす可能性がある。従って、点広がり関
数を再度中心配置することが望ましい場合がある。中心配置のため再調節するには、以下
の４つの方法を用いることができる。２つの方法では瞳孔平面を、２つには結像平面を必
要とする。
【０１００】
　瞳孔平面を用いる第１の中心配置方法では、平均波面傾斜を計算し、次に傾斜を補償す
る。この方法は、ゼルニケ導関数又は離散的な波面微分平均で実施することができる。
　Ｚ（ｒ，θ）をゼルニケ多項式で表すと、波面Ｗ（ｒ，θ）の導関数は、
【数１１】

として記述することができ、式中、ゼルニケ導関数は、ｘ－方向及びｙ－方向両方の平均
波面傾斜を計算することができるように解析的に導くことができる。
【０１０１】
　瞳孔平面を用いる第２の中心配置方法では、波面導関数は、次式に示すように、ｘ－方
向又はｙ－方向の何れかにおける２つの隣接するピクセル間の平均波面ピクセル差として
実施することができる。

【数１２】

　計算は、この領域内のピクセル総数ｎを用いて瞳孔領域内で行うことができる。
　第１の結像平面法は、点広がり関数（ＰＳＦ）の計算した重心に基づく。ＰＳＦの重心
は、次式に従って実施することができる。
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【数１３】

式中、ｉ（ｘ，ｙ）及びＩijは、それぞれ関数的及び離散的表現の点広がり関数を表す。
この方法はまた、ピクセル重み付けとも呼ばれる。
【０１０２】
　第２の結像平面法では、例えばボケスポークは、入力スポークと相関付けることができ
る。シフトボケスポークと入力解像度スポークとの間の相関は、

【数１４】

と表すことができ、式中、Ｉ（ｘ，ｙ）は入力解像度スポークを表し、ｉ（ｘ，ｙ）はボ
ケ解像度スポークを表し、
【数１５】

は相関の記号を表す。相関関数により、ボケが生じた像が入力像に対してどの程度偏心し
ているかを示すことができる。相関関数ｃ（ａx，ａy）の最大値を表面検索すると、必要
な再中心配置シフトを得ることができる。例えば、１００×１００ピクセルを有する関数
では、合計１０，０００ピクセル値が得られる。表面検索により、これらのなかで最高又
は最大値ピクセルの位置を求めることができる。従って、この方法では、１つのピクセル
精度を有することができる。
【０１０３】
　像シフトが得られると、調節を実施することができる。調節を実施する第１の方法は、
点広がり関数（ＰＳＦ）を直接シフトすることである。点広がり関数（ＰＳＦ）がかなり
広がっている場合には、この方法には、必要なデータの破棄及びゼロ詰めを必要とする場
合がある。調節を実施する第２の方法は、瞳孔平面の波面傾斜を修正して、ボケ解像度ス
ポークの最終的なシフトを得ることである。中心配置が再調節されると、点広がり関数を
中心に配置することができ、光学感度の推定を信頼できるものにすることができる。図１
１Ａと図１１Ｂは、それぞれ中心配置を再調節していないボケ解像度スポークと、再調節
したボケ解像度スポークを示す。再中心配置を調節すると、像が鮮鋭になるように見える
。図１１Ａに対する推定光学的品質は、０．８７ログマーであり、図１１Ｂ推定光学的品
質は０．４８ログマーである。
【０１０４】
臨床試験結果
　この技術の効果を試験するためには次の４つの臨床試験結果、即ち、高コントラスト非
矯正視力、低コントラスト非矯正視力、高コントラスト最良眼鏡矯正視力、及び低コント
ラスト最良眼鏡矯正視力が予測に有用とすることができる。
【０１０５】
　近視ＬＡＳＩＫ手術を受けた患者の手術後１年での１１眼により波面測定を行った。こ
れらの眼に対する光学感度測定値を本発明により予測した。予測視力は、対応する１００
％コントラストの主観的測定と比較する。図１２は、これらの眼に対する測定ＵＣＬＭと
予測ＵＣＬＭの相関関係を示す。予測ＵＣＬＭは、典型的には３～５の波面測定から得ら
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れる予測ＵＣＬＭの平均であり、図では標準偏差も示されている。予測値と測定値との間
の相関分散は、約７４％であると観察された。従って、ヒトの眼球の光学感度を初めて客
観的に正確に測定することができた。
【０１０６】
　これらの波面の多くは、薄暗い周囲の照明条件で取られたものであり、この場合、瞳孔
直径は例えば約６ｍｍとすることができる。これとは対照的に、視力検査は通常これより
も僅かに明るい照明条件で行われ、この場合、瞳孔直径は例えば約４．５ｍｍとすること
ができる。従って、これらの結果は、予測感度と測定感度との間の幾らかの不一致を反映
する。これは補償することができるが、視力検査が行われたときの正確な瞳孔サイズを知
ることが望ましい。この知識に基づいて、入力波面マップを切り捨てて視力検査を受けて
いる眼の瞳孔サイズを近似することができ、これにより、直接比較することが可能となり
、光学感度の正確な予測又は判定を行うことができる。従って、６ｍｍ瞳孔直径は切り捨
てることができ、４．５ｍｍ波面部分は点広がり関数及びこれに続く感度評価法のベース
を形成することができる。
【０１０７】
　また、本発明は、図１５Ａの手順フローチャート、及び図１５Ｂ～図１５Ｅの関連シス
テム図に示すような、眼球の光学感度測定値を予測するためのシステムも提供する。図１
５Ｂに示すように、本発明のシステムには、収差を測定するモジュールを含み、これには
、波面測定サブモジュール、波面マップサブモジュール、点広がり関数サブモジュールを
含む。また、システムは、解像度ターゲットの結像をシミュレートするモジュールも含む
ことができ、このモジュールには、解像度ターゲットサブモジュール、畳み込みサブモジ
ュール、像サブモジュールを含む。システムは更に、感度評価モジュールを含み、これに
は、感度計算及び予測サブモジュールを含む。図１５Ｃは、本発明のシステムが、波面モ
ジュールを含み、さらに波面マップサブモジュール、点広がり関数サブモジュール、解像
度ターゲットサブモジュール、畳み込みサブモジュールを有する畳み込みモジュールを含
むことを示している。また、システムは、像サブモジュールと感度サブモジュールを有す
る感度評価モジュールも含んでいる。図１５Ｄに示すように、本発明によるシステムには
、光学測定モジュール、解像度ターゲットを受け取る像シミュレーションモジュール、感
度評価モジュールを含む。図１５Ｅは、本発明のシステムが、点広がり関数モジュール、
像モジュールと感度モジュールを含むことを示している。またシステムは、解像度ターゲ
ット入力モジュールをも含むことができる。システムは、波面測定入力モジュールを有す
ることができ、波面測定モジュールを有することもできる。
【０１０８】
　本発明によるシステムは、眼球の波面測定に基づいて点広がり関数を求めるモジュール
と、解像度ターゲットを点広がり関数で畳み込み像を生成するモジュールと、像に基づい
て眼球の光学感度測定値を予測するモジュールとを有することができる。また、システム
は、眼球の波面測定を受け取る入力部を含み、さらに眼球の波面測定値を求めるモジュー
ルを含むことができる。
【０１０９】
　同様に、本発明は、個体の眼球の光学収差により誘起される視覚的歪みを測定して眼球
の結像性能を判定するモジュールと、解像度ターゲットに対する眼球の結像性能をシミュ
レートすることにより感度測定モデルを構築するモジュールと、感度測定モデルを用いて
眼球の推定視力を判定するモジュールとを含むシステムを提供する。推定視力を判定する
モジュールは、推定感度が眼球の実際の視力に正確に相関付けられるように動作すること
ができる。
【０１１０】
評価出力
　また、本発明の方法は、１つ又はそれ以上の眼に対する評価出力の生成を提供する。ま
た、評価出力を用いて、治療を行う前に光学治療手順の結果を推定することもでき、又は
、治療を行った後に光学治療手順の結果を評価することもできる。
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【０１１１】
　１つの実施形態では、評価出力は眼の視力予測を含む。例えば、波面検査から得られる
ゼルニケ多項式をストリンググリッドオブジェクトに読み込むことができ、点広がり関数
の計算を行うことができる。また、アパーチャは、瞳孔サイズより小さい場合には、瞳孔
収縮の作用を得るのにも用いることができる。この方法を用いて、２００４年６月１０日
に出願された米国特許出願第／（代理人整理番号第０１８１５８－０２２２３０ＵＳ号）
で更に考察されるように老眼を軽減することができ、該特許の全開示内容は引用により本
明細書に組み込まれる。２０／１０～２０／１００（例えば２０／１０、２０／１２、２
０／１５、２０／２０、２０／２５、２０／３２、２０／４０、２０／５０、２０／６４
、２０／８０、２０／１００）の異なる視力ターゲットに対応する固定サイズの９つの視
力表の文字（Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｌ、Ｏ、Ｐ、Ｔ、Ｚ）を生成することができる。視力表の
文字と視力ターゲットの組み合わせを選択することにより、この方法は、選択した視力表
文字を用いて現在の波面検査から計算されたＰＳＦの畳み込みを行うことができる。畳み
込み文字が識別可能であるかどうかを視覚的に判定することにより、現在の試験に基づき
眼の視力を予測することが可能である。
【０１１２】
収差
　また、本発明は、不良な視覚に寄与する収差、良好な視覚に寄与する収差、視覚に影響
を及ぼさない収差を判定又は識別することができるように光学収差と視力との間の相関関
係を提供する。このような判定は、収差が無いところに収差を誘起し、既存の収差を修正
し、及び／又は良好な視覚に寄与することができる収差の幾つかを故意に治療しない切除
プロファイルを設計する際に有用とすることができ、この場合、収差には患者の視覚状態
を扱うための高次収差を含むことができる。このような方法は、例えば、Ｏｄｒｉｃｈら
に付与された米国特許第６，２８０，４３５号及び第６，６６３，６１９号（代理人整理
番号第０１８１５８－０１１１１０ＵＳ及び第０１８１５８－０１１１２０ＵＳ）、及び
２００４年６月１０日に出願された米国特許出願第／号（代理人整理番号第０１８１５８
－０２２２３０ＵＳ号）に見られる教示に基づく、老眼のための治療形態を設計するのに
用いることができ、これらの全開示内容は引用により本明細書に組み込まれる。
【０１１３】
　本発明の方法は、２００ＭＨｚＣＰＵと６４ＭＢメモリを備えたものを含む種々のコン
ピュータシステム上で実施することができ、典型的には、Ｃ又はＣ＋＋などのコンピュー
タ言語でコード化される。シミュレーションは、１．２ＧＨｚＣＰＵと２５６ＭＢメモリ
を備えたノート型コンピュータ上で正常に動作している。また、本発明の技術は、高速で
堅牢なコンピュータシステム上で実施することもできる。
【０１１４】
　本発明の方法、システム、装置は、このような用途のための１つ又はそれ以上のキット
として提供することができる。キットには、眼球の光学感度測定値を予測するためのシス
テムを含む。このようなシステムには、眼球の波面測定に基づいて点広がり関数を求める
モジュールと、解像度ターゲットを点広がり関数で畳み込んで像を生成するモジュールと
、像に基づいて眼球の光学感度測定値を予測するモジュールとを含むことができる。また
、キットは、眼球の光学感度測定値を予測するためのシステムの使用説明書をも含む。任
意選択的に、キットは更に、本発明に関して記載された他のシステム構成要素又は装置の
何れか、及び本発明に関する何らかの他の材料又は物品を含むことができる。使用説明書
には、上に記載したような方法の何れかを記載することができる。これに関して、本発明
のシステム及び方法は、本明細書で記載される方法ステップの何れを実施するように構成
することができる。
【０１１５】
　理解を明確にするために、本発明の例示的な実施形態を詳細に説明してきたが、当業者
であれば種々の変更形態及び変形形態が明らかであろう。従って、請求の範囲は添付の請
求項によってのみ限定される。
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【図面の簡単な説明】
【０１１６】
【図１】本発明の実施形態によるレーザー切除システムを示す図である。
【図２】本発明の実施形態によるコンピュータシステムを示す概略図である。
【図３】本発明の実施形態による波面測定システムを示す図である。
【図３Ａ】本発明の実施形態による別の波面測定システムを示す図である。
【図４Ａ】視力測定値２０／２０に対応する視力表文字Ｅを含む解像度ターゲットを示す
図である。
【図４Ｂ】視力測定値２０／４０に対応する視力表文字Ｅの解像度ターゲットを示す図で
ある。
【図４Ｃ】視力測定値２０／８０に対応する視力表文字Ｅの解像度ターゲットを示す図で
ある。
【図４Ｄ】視力測定値２０／２０、２０／４０、２０／６０、２０／８０に対応する視力
表文字Ｅを含む視力表の解像度ターゲットを示す図である。
【図５Ａ】高解像度コントラストの格子縞型解像度ターゲットを示す図である。
【図５Ｂ】低解像度コントラストの格子縞型解像度ターゲットを示す図である。
【図６Ａ】高解像度コントラストの解像度スポーク型の解像度ターゲットを示す図である
。
【図６Ｂ】低解像度コントラストの解像度スポーク型の解像度ターゲットを示す図である
。
【図６Ｃ】高解像度コントラストのアルキメデスの螺旋型の解像度ターゲットを示す図で
ある。
【図６Ｄ】低解像度コントラストのアルキメデスの螺旋型の解像度ターゲットを示す図で
ある。
【図７】２つのエアリーディスクのプロファイルを示す図である。
【図８Ａ】コントラスト調節正弦曲線を示す図である。
【図８Ｂ】格子縞型の畳み込み解像度ターゲットの２つのバーを示す図である。
【図８Ｃ】畳み込み解像度スポークの２つの光線を示す図である。
【図９Ａ】６ｍｍ瞳孔に対して０．２５Ｄ焦点誤差の角度間隔６°のコントラスト反転解
像度スポークを示す図である。
【図９Ｂ】６ｍｍ瞳孔に対して０．２５Ｄ焦点誤差の角度間隔１０°のコントラスト反転
解像度スポークを示す図である。
【図９Ｃ】図６Ｂに示すボケ解像度スポークに対する光学的伝達関数を示す図である。
【図１０Ａ】光学感度２０／１０に対応する解像度環を有する解像度スポークを示す図で
ある。
【図１０Ｂ】光学感度２０／２０に対応する解像度環を有する解像度スポークを示す図で
ある。
【図１０Ｃ】光学感度２０／４０に対応する解像度環を有する解像度スポークを示す図で
ある。
【図１０Ｄ】光学感度２０／８０に対応する解像度環を有する解像度スポークを示す図で
ある。
【図１０Ｅ】光学感度２０／１６０に対応する解像度環を有する解像度スポークを示す図
である。
【図１ｌ】再中心配置をしていない畳み込み解像度スポークを示す図である。
【図１１Ｂ】再中心配置をした畳み込み解像度スポークを示す図である。
【図１２】手術後１年の１１のＬＡＳＩＫ眼に対する測定ＵＣＬＭ（ログマーの非矯正視
力）と予測ＵＣＬＭとの相関関係を示す図である。
【図１３】畳み込みを行ったアルキメデスの螺旋の解像度ターゲットを示す図である。
【図１４】畳み込みを行ったアルキメデスの螺旋の解像度ターゲットを示す図である。
【図１５Ａ】手順のフローチャートである。
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【図１５Ｂ】システム線図である。
【図１５Ｃ】システム線図である。
【図１５Ｄ】システム線図である。
【図１５Ｅ】システム線図である。
【図１６】接線方向感度の概略図である。
【図１７】半径方向感度の概略図である。
【図１８】畳み込みを行ったアルキメデスの螺旋のセグメントを示す図である。
【図１９】畳み込み解像度スポークを示す図である。
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【図１０Ａ】
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【図１１Ｂ】
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【図１５Ｂ】 【図１５Ｃ】

【図１５Ｄ】

【図１５Ｅ】

【図１６】
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